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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置（ＵＥ）（５０）における方法（１０００）であって、
　　一連のサブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそれ
ぞれにおけるビームフォーミングされた基準信号を受信すること（１００２）であって、
前記ビームフォーミングされた基準信号は、前記ダウンリンク信号のすべてのサブフレー
ムより少ないサブフレームで受信される、ことと、
　　前記受信されたビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第１のサブセットを
使用してモビリティ管理測定を実行することであって、前記第１のサブセットは第１の周
波数または第１の局所的範囲の周波数に対応する、ことと、
　　前記受信されたビームフォーミングされた基準信号の第２のサブセットを使用して無
線リンク監視（ＲＬＭ）を実行すること（１００６）であって、前記第２のサブセットは
前記第１のサブセットとは少なくとも部分的に異なり、第２の周波数または第２の局所的
範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含み、前記第２の周波数ま
たは第２の局所的範囲の周波数は、前記第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数と
間隔をあけて離れていて異なる、ことを含み、
　前記局所的範囲の周波数は、利用可能な帯域幅の一部分である、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法（１０００）であって、前記第２の周波数または第２の局所的範
囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号は、前記第１の周波数また
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は第１の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号の時間周
期とは異なる時間周期を有する、方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法（１０００）であって、前記第２のサブセットは更に、
第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準
信号を含み、前記第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数は、前記第１および第２
の周波数または第１および第２の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる、
方法。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法（１０００）であって、前記第１の周波数
または第１の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号はそ
れぞれ、前記第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォー
ミングされた基準信号と時間的に一致する、方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の方法（１０００）であって、ＲＬＭを実行する
ことは、メトリックを取得するために同じビームフォーミングされた基準信号の少なくと
もいくつかを使用して１つ以上の測定を実行すること、および、前記メトリックを、所定
のダウンリンク制御チャネル品質を表す閾値と比較することを含む、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法（１０００）であって、１つ以上の追加の基準信号を使用して第
１の制御チャネルを復調して、前記第１の制御チャネルに対するチャネルを推定すること
を更に含む、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法（１０００）であって、前記第１の制御チャネルは、ＲＬＭを実
行するために使用される前記ビームフォーミングされた基準信号を搬送する少なくとも部
分的に重なり合う周波数リソースにおいて受信される、方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の方法（１０００）であって、ＲＬＭを実行する
ことは、同じビームフォーミングされた基準信号の前記少なくともいくつかの測定に基づ
いて、前記ＵＥ（５０）が同期状態または非同期状態であると決定することを含む、方法
。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の方法（１０００）であって、同じビームフォー
ミングされた基準信号の前記少なくともいくつかは、第１のビームに対するビーム固有の
基準信号を含み、前記ＲＬＭを実行すること（１００６）は、前記ビーム固有の基準信号
を使用して前記第１のビームに対するＲＬＭを実行することを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法（１０００）であって、前記ビーム固有の基準信号は、ビーム識
別子を搬送し、前記方法（１０００）は、前記ビーム固有の基準信号から前記ビーム識別
子を復号することを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の方法（１０００）であって、前記モビリティ
管理測定を実行する（１００４）前に、ビームフォーミングされた基準信号の前記第１の
サブセットについて周期性および／または周波数位置を定義する１つ以上の第１の構成パ
ラメータを受信することを更に含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法（１０００）であって、更に、前記ＲＬＭを実行する（１００
６）前に、ビームフォーミングされた基準信号の前記第２のサブセットについて周期性お
よび／または周波数位置を定義する１つ以上の第２の構成パラメータを受信することを含
む、方法。
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【請求項１３】
　無線通信システムのアクセスノード（３０）における方法（８００）であって、
　　一連のサブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそれ
ぞれにおけるビームフォーミングされた基準信号を送信すること（８０４）であって、前
記ビームフォーミングされた基準信号は、前記ダウンリンク信号のすべてのサブフレーム
より少ないサブフレームで送信され、前記ビームフォーミングされた基準信号は、第１の
サブセットと、少なくとも部分的に異なる第２のサブセットを含み、前記第１のサブセッ
トは、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされ
た基準信号を含み、前記第２のサブセットは、第２の周波数または第２の局所的範囲の周
波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含み、前記第２の周波数または第２
の局所的範囲の周波数は、前記第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあ
けて離れていて異なる、ことと、
　　前記ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも前記第１のサブセットを使用し
てモビリティ管理測定を実行し、前記ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも前
記第２のサブセットを使用して無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するように、ユーザ装置
（ＵＥ）（５０）を構成すること（８０２）を含み、
　前記局所的範囲の周波数は、利用可能な帯域幅の一部分である、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法（８００）であって、前記第２の周波数または第２の局所的範
囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号は、前記第１の周波数また
は第１の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号の時間周
期とは異なる時間周期を有する、方法。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の方法（８００）であって、前記第２のサブセットは更に
、第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基
準信号を含み、前記第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数は、前記第１および第
２の周波数または第１および第２の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる
、方法。
【請求項１６】
　請求項１３から１５のいずれか１項に記載の方法（８００）であって、前記第１の周波
数または第１の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号は
それぞれ、前記第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォ
ーミングされた基準信号と時間的に一致する、方法。
【請求項１７】
　ユーザ装置（ＵＥ）（５０）であって、
　　送受信器回路（５６）と、
　　前記送受信器回路（５６）と動作可能に関連付けられた処理回路（５２）であって、
　　　一連のサブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそ
れぞれにおけるビームフォーミングされた基準信号を受信し、ここで前記ビームフォーミ
ングされた基準信号は、前記ダウンリンク信号のすべてのサブフレームより少ないサブフ
レームで受信され、
　　　前記受信されたビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第１のサブセット
を使用してモビリティ管理測定を実行し、ここで、前記第１のサブセットは第１の周波数
または第１の局所的範囲の周波数に対応し、
　　　前記受信されたビームフォーミングされた基準信号の第２のサブセットを使用して
無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行し、ここで、前記第２のサブセットは前記第１のサブセ
ットとは少なくとも部分的に異なり、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対
応するビームフォーミングされた基準信号を含み、前記第２の周波数または第２の局所的
範囲の周波数は、前記第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れ
ていて異なる、ように構成される処理回路とを有し、
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　前記局所的範囲の周波数は、利用可能な帯域幅の一部分である、ＵＥ。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のＵＥ（５０）であって、前記第２の周波数または第２の局所的範囲
の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号は、前記第１の周波数または
第１の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号の時間周期
とは異なる時間周期を有する、ＵＥ。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載のＵＥ（５０）であって、前記第２のサブセットは更に、
第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準
信号を含み、前記第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数は、前記第１および第２
の周波数または第１および第２の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる、
ＵＥ。
【請求項２０】
　請求項１７から１９のいずれか１項に記載のＵＥ（５０）であって、前記第１の周波数
または第１の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号はそ
れぞれ、前記第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォー
ミングされた基準信号と時間的に一致する、ＵＥ。
【請求項２１】
　請求項１７から２０のいずれか１項に記載のＵＥ（５０）であって、前記処理回路（５
２）は、メトリックを取得するために同じビームフォーミングされた基準信号の前記少な
くともいくつかを使用して１つ以上の測定を実行することによってＲＬＭを実行し、前記
メトリックを所定のダウンリンク制御チャネル品質を表す閾値と比較するように構成され
る、ＵＥ。
【請求項２２】
　無線通信システムのアクセスノード（３０）であって、
　　送受信器回路（３６）と、
　　前記送受信器回路（３６）と動作可能に関連付けられた処理回路（３２）であって、
　　　一連のサブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそ
れぞれにおけるビームフォーミングされた基準信号を送信し、ここで、前記ビームフォー
ミングされた基準信号は、前記ダウンリンク信号のすべてのサブフレームより少ないサブ
フレームで送信され、前記ビームフォーミングされた基準信号は、第１のサブセットと、
少なくとも部分的に異なる第２のサブセットを含み、前記第１のサブセットは、第１の周
波数または第１の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含
み、前記第２のサブセットは、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応する
ビームフォーミングされた基準信号を含み、前記第２の周波数または第２の局所的範囲の
周波数は、前記第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて
異なり、
　　　前記ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用して
モビリティ管理測定を実行し、前記モビリティ管理測定に使用されたビームフォーミング
された基準信号の前記第２のサブセットの少なくともいくつかを使用して無線リンク監視
（ＲＬＭ）を実行するように、ユーザ装置（ＵＥ）（５０）を構成するように構成された
処理回路を含み、
　前記局所的範囲の周波数は、利用可能な帯域幅の一部分である、アクセスノード。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のアクセスノード（３０）であって、前記第２の周波数または第２の
局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号は、前記第１の周
波数または第１の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基準信号
の時間周期とは異なる時間周期を有する、アクセスノード。
【請求項２４】
　請求項２２または２３に記載のアクセスノード（３０）であって、前記第２のサブセッ
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トは更に、第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミング
された基準信号を含み、第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数は、前記第１およ
び第２の周波数または第１および第２の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異
なる、アクセスノード。
【請求項２５】
　請求項２２から２４のいずれか１項に記載のアクセスノード（３０）であって、前記第
１の周波数または第１の局所的範囲の周波数に対応する前記ビームフォーミングされた基
準信号はそれぞれ、前記第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応する前記ビ
ームフォーミングされた基準信号と時間的に一致する、アクセスノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本開示は、一般的には無線通信システムに関し、より具体的にはそのようなシステム
において無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するように無線デバイスを構成するアクセスノ
ードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　［ＬＴＥにおける無線リンク監視］
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によって開発されたロングターム
エボリューション（ＬＴＥ）無線システムは、広く展開されている第４世代無線通信シス
テムである。ＬＴＥおよびその先行システムにおいて、３ＧＰＰの文書では「ユーザ装置
」または「ＵＥ」と呼ばれる無線デバイスにおけるＲＬＭ機能の目的は、ＲＲＣ＿ＣＯＮ
ＮＥＣＴＥＤモードでサービングセルのダウンリンク無線リンク品質を監視することであ
る。この監視は、常に特定のＬＴＥセルに関連付けられ、物理セル識別子（ＰＣＩ）から
派生したセル固有参照信号（ＣＲＳ）に基づいている。３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１３、ｖ
１４．０．０に記載されているように、ＲＬＭは、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードに
あるとき、ＵＥがそのサービングセルに関して同期状態か同期外れの状態かを決定するこ
とを可能にする。
【０００３】
　ＣＲＳの測定値に基づくダウンリンク無線リンク品質のＵＥの推定値は、ＲＬＭの目的
のために、それぞれ同期外れおよび同期の閾値、ＱｏｕｔおよびＱｉｎと比較される。こ
れらの閾値は、サービングセルからの仮想物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）送
信のブロック誤り率（ＢＬＥＲ）に関して標準化されている。具体的には、Ｑｏｕｔは１
０％ＢＬＥＲに対応し、Ｑｉｎは２％ＢＬＥＲに対応する。間欠受信（ＤＲＸ）が使用さ
れているか否かに関わらず、同じ閾値レベルが適用可能である。
【０００４】
　ＣＲＳベースのダウンリンク品質と仮想のＰＤＣＣＨ ＢＬＥＲとの間のマッピングは
、ＵＥの実装次第である。ただし、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．５２１－１，ｖ１４．０．０
に記載されているように、性能はさまざまな環境に対して定義された適合性テストによっ
て検証される。また、ＰＤＣＣＨは全帯域にわたって送信されるので、図１に示すように
、全帯域にわたるＣＲＳの基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）に基づいてダウンリンク品質が
計算される。
【０００５】
　ＤＲＸが設定されていない場合、過去２００ミリ秒間に推定されたダウンリンク無線リ
ンク品質が閾値Ｑｏｕｔより悪くなると、同期外れが発生する。同様に、ＤＲＸなしでは
、最後の１００ミリ秒の期間に渡って推定されたダウンリンク無線リンク品質が閾値Ｑｉ
ｎより良くなったときに同期が生じる。同期外れを検出すると、ＵＥは同期の評価を開始
する。同期外れおよび同期の発生は、ＵＥの物理層によってその上位レイヤに内部的に報
告され、それは次に無線リンク障害（ＲＬＦ）の評価のためにレイヤ３（すなわち上位レ
イヤ）フィルタリングを適用することができる。上位レイヤのＲＬＭ手順を図２に示す。
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【０００６】
　ＤＲＸが使用されているとき、十分なＵＥ電力節約を可能にするために同期外れおよび
同期の評価期間が延長され、そして構成されたＤＲＸサイクル長に依存する。同期外れが
発生したときはいつでも、ＵＥは同期の評価を開始する。したがって、非同期と同期の評
価には同じ期間（ＴＥｖａｌｕａｔｅ＿Ｑｏｕｔ＿ＤＲＸ）が使用される。しかし、満了
するまでＲＬＦタイマー（Ｔ３１０）を開始すると、同期の評価期間は１００ミリ秒に短
縮され、これはＤＲＸがない場合と同じである。タイマーＴ３１０がＮ３１１の連続する
同期指示のために停止した場合、ＵＥはＤＲＸベースの期間（ＴＥｖａｌｕａｔｅ＿Ｑｏ
ｕｔ＿ＤＲＸ）に従って同期の評価を実行する。
【０００７】
　ＬＴＥにおけるＲＬＭに使用される方法論全体（すなわち、ＰＤＣＣＨ品質を「推定す
る」ためにＣＲＳを測定する）は、ＵＥがＬＴＥセルに接続され、単一の接続エンティテ
ィがＰＤＣＣＨとＣＲＳの両方を送信するという仮定に依存する。
【０００８】
　［５Ｇの発展］
　Ｎｅｗ　Ｒａｄｉｏ（ＮＲ）と題された新しい５Ｇ無線アクセス技術の研究項目では、
企業は次の設計原理、すなわち、ＮＲに対するウルトラリーンデザイン（ｕｌｔｒａ－ｌ
ｅａｎ　ｄｅｓｉｇｎ）とビームフォーミングの大規模な使用、についての最初の合意に
達した。
　企業は、ＲＬＭの設計時にビームフォーミングを考慮に入れるべきであるという見解を
表明しているが、ＬＴＥではそうではない。更に、ＵＥがセルの品質をどのように測定す
べきかに関して懸念が表明されている。
【０００９】
　以下は、ＬＴＥの既存のソリューションと比較して、ＲＬＭの新しいソリューションの
必要性を促進する可能性があるＮＲの原則の一部である。同期外れである、および／また
は同じベースバンドを共有していない、および／または非理想的バックホールを介してリ
ンクされている、送信受信点（ＴＲＰ）にわたってＲＲＣシグナリングを使用するＮＲの
ビームベースモビリティソリューションのいくつかの態様も説明される。
【００１０】
　［５Ｇ　ＮＲにおけるウルトラリーンデザイン］
　ＮＲはウルトラリーンシステムであることが期待されており、それは常時オン送信の最
小化を意味し、エネルギー効率の良い将来性のあるシステムを目指す。３ＧＰＰの初期の
合意では、この原理は支持されており、ＮＲはリーンシステムであるべきであるという共
通の理解がある。ＲＡＮ１＃８４ｂｉｓにおいて、ＲＡＮ１はウルトラリーンデザインに
関して、将来の後方互換性の問題を引き起こすことなく、ＮＲが柔軟に利用またはブラン
クのままにできる時間および周波数リソースの量を最大化するよう努めることに同意した
。ブランクのリソースは将来の使用に対して使用することができる。ＮＲはまた、設定可
能／割り当て可能な時間／周波数リソース内で、常時接続信号の送信を最小限に抑え、信
号およびチャネルを物理レイヤ機能性（信号、チャネル、シグナリング）に限定するよう
に努めるものとする。
【００１１】
　［５Ｇ　ＮＲにおけるビームフォーミング］
　ＮＲは１００ＧＨｚまでの周波数範囲を考慮するという共通の理解がある。ＬＴＥに割
り当てられている現在の周波数帯域と比較して、いくつかの新しい帯域は、より低い回折
およびより高い屋外／屋内侵入損失等のはるかに困難な伝搬特性を有することになる。そ
の結果、信号はコーナーの周りを伝播したり壁を貫通したりすることができなくなる。更
に、高周波数帯では、大気／雨の減衰とボディロスの増加により、ＮＲ信号のカバー範囲
がさらに一層まばらになる。幸運なことに、より高い周波数での動作はより小さなアンテ
ナ素子を使用することを可能にし、それは多くのアンテナ素子を有するアンテナアレイを
可能にする。そのようなアンテナアレイはビームフォーミングを容易にし、そこでは複数
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のアンテナ素子が狭いビームを形成するために使用され、それによって困難な伝搬特性を
補償する。これらの理由から、ＮＲがカバレッジを提供するためにビームフォーミングに
依存することは広く認められており、これはＮＲがビームベースシステムとしばしば呼ば
れることを意味する。
【００１２】
　また、ＮＲでは、アナログ、ハイブリッド、デジタルという異なるアンテナアーキテク
チャをサポートする必要があることも知られている。これは、特にアナログ／ハイブリッ
ドビームフォーミングの場合に、同時にいくつの方向をカバーできるかという点でいくつ
かの制限を意味する。所与の送信点（ＴＲＰ）／アクセスノード／アンテナアレイにおい
て良好なビーム方向を見つけるために、ビーム掃引手順が通常用いられる。ビーム掃引手
順の典型的な例は、同期信号および／またはビーム識別信号を含むビームを、いくつかの
可能な方向のそれぞれにおいて、一度に１つまたは少数の方向に向けることである。これ
は図３に示されており、図示されている各ローブはビームを表しており、ビームは連続的
に、掃引方式で、または同時に、または何らかの組み合わせで送信され得る。同じカバレ
ッジ特性が各ビーム内の同期信号とビーム識別信号の両方に適用される場合、ＵＥはＴＲ
Ｐに同期するだけでなく、所与の位置で最良のビーム知識を得ることもできる。
【００１３】
　上述したように、ＬＴＥにおける共通信号およびチャネルは全方向的に、すなわちビー
ムフォーミングなしに送信される。ＮＲでは、基地局で多数のアンテナが利用可能であり
、それらをビームフォーミング信号およびチャネルに組み合わせることができる様々な方
法があるため、ＬＴＥで行われているように、この仮定はもはや有効ではないかもしれな
い。ＮＲビームフォーミングのその設計原理の主な結果は、ＬＴＥにおいてはＣＲＣの品
質がＰＤＣＣＨの品質を推定するために使用され得ることは明らかであるが、ＮＲにおい
て、チャネルおよび基準信号が異なる方法のためにこれは不明確になることである。言い
換えれば、ＰＤＣＣＨが送信されるのと同じ方法で任意の特定の基準信号が送信されるこ
とを一般事項として想定することはできない。ＵＥの観点から見たこの曖昧さは、基準信
号とチャネルがネットワークによって異なる種類のビームフォーミング方式を介して送信
されることができるという事実によるものであり、それは典型的にはリアルタイムネット
ワーク要件に基づいて決定される。これらの要件は、例えば、基準信号対制御チャネルに
よる無線オーバーヘッドに対する異なる許容レベル、または基準信号対制御チャネルに対
する異なるカバレッジ要件を含み得る。
【００１４】
　ＮＲ設計原理からのこれらの課題にもかかわらず、接続モードのＮＲ ＵＥは、そのセ
ル品質がまだ十分に良好であるかどうかを検証するために依然としてＲＬＭを実行する必
要があり、その結果ＵＥはネットワークによって到達できる。そうでなければ、より高い
レイヤに通知されるべきであり、そしてＵＥの自律的な行動が引き起こされるべきである
。
【００１５】
　［ＮＲにおけるモビリティ基準信号３ＧＰＰの合意］
　３ＧＰＰの議論では、モビリティに関連する測定（例えば、ハンドオーバ、またはＨＯ
）のためにＮＲでＵＥによって使用されるモビリティ基準信号（ＭＲＳ）について、いく
つかの態様が合意されている。無線リソース制御（ＲＲＣ）およびビームを含むＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにおけるダウンリンクベースのモビリティについて、ＵＥは少
なくとも１つ以上の個々のビームを測定し、ｇＮＢ（ＮＲ基地局に関する３ＧＰＰ用語）
はＨＯを実行するためにそれらのビームを考慮するメカニズムを有するべきである。これ
は、少なくともｇＮＢ間ハンドオーバをトリガし、ＨＯピンポン／ＨＯ障害を回避するた
めに必要である。ＵＥが複数のビームの個々の品質および／または組み合わせた品質を報
告するかどうかが決定されるべきである。ＵＥはまた、アクティブモビリティにおける無
線リソース管理（ＲＲＭ）測定のために、そのサービングセルからのビームと非サービン
グセルからのビームとを区別することができなければならない。ＵＥは、ビームがそのサ
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ービングセルからのものであるかどうかを判定できなければならない。サービング／非サ
ービングセルが「サービング／非サービングビームセット」と称され得るかどうか、ＵＥ
が個別シグナリングを介して通知されるか、または何らかのブロードキャスト信号に基づ
いてＵＥによって暗黙的に検出されるか、接続中のセルがアイドル状態のセルとどのよう
に関連しているか、および個々のビームからの測定値に基づいてセル品質をどのように導
出すどうかはまだ決定されていない。
【００１６】
　ＭＲＳの特定の設計に対する複数のソリューションが検討されているが、これらのいず
れにおいても、ＵＥは、１組のＭＲＳを介してそのサービングセル内でＲＲＭ測定を実行
する。ＵＥは、そのサービングセルに属する特定のＭＲＳを知っているので、ＵＥが検出
し得る他のすべての基準信号は隣接していると仮定される。
【００１７】
　ＭＲＳのような基準信号に対する送信ストラテジーは、時間および／または周波数にお
ける自由度および／またはコード／シーケンス次元における自由度を利用することができ
る。直交リソースにおいて異なるビームのための基準信号を送信することによって、ネッ
トワークは、直交基準信号に対応するＵＥからこれらの信号に対応する別個の測定報告を
得ることができる。
【発明の概要】
【００１８】
　上述したように、ＬＴＥにおけるＲＬＭはＣＲＳがベースであり、ここで広帯域信号は
全てのサブフレームにおいて送信される。ＮＲにおけるＲＬＭ設計に関するリーンデザイ
ン原理の主な結果は、全てのサブフレームにおいて送信される広帯域信号のデザインを回
避したいという願望があるということである。したがって、リーンデザインでは、ＮＲに
おけるＲＬＭとに同じＬＴＥソリューションを使用することは禁止される。
【００１９】
　以下に詳細に説明されるのは、セルがリーンデザインでビームフォーミング方式で信号
を送信している場合、すなわち全帯域で、かつ、すべてのサブフレームにわたって送信さ
れる常時参照信号なしで、無線デバイス（例えばＵＥ）がそのサービングセル品質を測定
できる技術である。
【００２０】
　いくつかの実施形態によれば、ユーザ装置（ＵＥ）における方法は、一連のサブフレー
ムを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそれぞれにおけるビームフ
ォーミングされた基準信号を受信することを含み、当該ビームフォーミングされた基準信
号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレームより少ないサブフレームで受信される。
この方法はまた、受信されたビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第１のサブ
セットを使用してモビリティ管理測定を実行することを含み、第１のサブセットは第１の
周波数または第１の局所的範囲の周波数に対応する。方法は更に、受信されたビームフォ
ーミングされた基準信号の第２のサブセットを使用してＲＬＭを実行することを含む。第
２のサブセットは、第１のサブセットと少なくとも部分的に異なり、第２の周波数または
第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含む。第２の
周波数または第２の局所的範囲の周波数は、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波
数とは間隔をあけて離れていて異なる。ダウンリンク信号の一連のサブフレームは、１つ
以上の制御チャネルを搬送し得る。
【００２１】
　いくつかの実施形態によれば、無線通信システムのアクセスノードにおける方法は、複
数のサブフレームの各々において、ビームフォーミングされた基準信号を、搬送する一連
のサブフレームを有する第１のダウンリンク信号において送信することを含み、当該ビー
ムフォーミングされた基準信号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレームより少ない
サブフレームで送信される。第１のサブセットは、第１の周波数または第１の局所的範囲
の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含み、第２のサブセットは、第
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２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信
号を含む。第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数は、第１の周波数または第１の
局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる。方法はまた、ビームフォーミング
された基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用してモビリティ管理測定を実行し、
ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第２のサブセットを使用してＲＬＭを実
行するようにＵＥを構成することを含む。いくつかの実施形態では、この構成は送信の前
に行われる。いくつかの実施形態では、送信することは、ビームフォーミングされた基準
信号を送信するために使用されたものと同じビームフォーミングパラメータを使用して第
１の制御チャネルを送信することを含み得る。
【００２２】
　いくつかの実施形態によれば、無線通信システムにおける動作のために構成されたＵＥ
は、送受信器回路と、当該送受信器回路に関連付けられて動作する処理回路とを有する。
処理回路は、一連のサブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレー
ムのそれぞれにおけるビームフォーミングされた基準信号を受信するように構成され、こ
こで、ビームフォーミングされた基準信号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレーム
より少ないサブフレームで受信される。処理回路はまた、受信されたビームフォーミング
された基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用してモビリティ管理測定を実行する
ように構成され、第１のサブセットは第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数に対
応する。処理回路はまた、受信されたビームフォーミングされた基準信号の第２のサブセ
ットを使用してＲＬＭを実行するように構成される。第２のサブセットは、第１のサブセ
ットと少なくとも部分的に異なり、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応
するビームフォーミングされた基準信号を含む。第２の周波数または第２の局所的範囲の
周波数は、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異な
る。
【００２３】
　いくつかの実施形態によれば、無線通信システムのアクセスノードは、送受信器回路と
、当該送受信器回路に関連付けられて動作する処理回路とを有する。処理回路は、一連の
サブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそれぞれにおけ
るビームフォーミングされた基準信号を送信するように構成され、ここで、ビームフォー
ミングされた基準信号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレームより少ないサブフレ
ームで送信される。ビームフォーミングされた基準信号は第１のサブセットまたは少なく
とも部分的に異なる第２のサブセットを含み、第１のサブセットは、第１の周波数または
第１の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含み、第２の
サブセットは、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミ
ングされた基準信号を含む。第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数は、第１の周
波数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる。処理回路はまた
、ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用してモビリテ
ィ管理測定を実行し、ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第２のサブセット
を使用してＲＬＭを実行するようにＵＥを構成するように構成される。いくつかの実施形
態では、処理回路は更に、ビームフォーミングされた基準信号を送信するために使用され
たものと同じビームフォーミングパラメータを使用して第１の制御チャネルを送信するよ
うに構成される。
【００２４】
　本発明の更なる態様は、上に要約された方法、ならびに上に要約された装置およびＵＥ
の機能的実装に対応する装置、コンピュータプログラム製品、またはコンピュータ可読記
憶媒体を対象とする。
【００２５】
　本明細書で開示される実施形態の利点は、より多くの周波数リソースに渡ってモビリテ
ィ管理に使用される参照信号（すなわちＭＲＳ）を送信することによって大きなオーバー
ヘッドを作り出すことよりもむしろ、ＲＬＭ周期性要件がモビリティ要件よりも大きくな
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り得るため、ＭＲＳはＭＲＳよりもまばらに送信され、オーバーヘッドおよび／または静
的干渉をさらに低減する。セル内にアクティブなＵＥが存在しなくなると、これをオフに
することができる。ネットワークはまた、専用の静的／常時オンのＲＳをネットワークに
導入することなく、ＵＥが広範囲の時間－周波数リソースに渡って正確なＲＬＭ測定を行
うことができることを保証することができる。
【００２６】
　追加の利点としては、特にデータの非アクティブ時に、ＲＬＭ測定の精度を犠牲にする
ことなくシグナリングオーバーヘッドを低レベルに維持できることが挙げられる。これは
、５Ｇ　ＮＲでは非常に重要な要件である。高い搬送波周波数でのカバレッジを改善する
ために狭いＵＥ固有のビームで制御チャネルを送信することが不可欠であるため、ネット
ワークは、より広いビームにフォールバックすることなく、ＲＬＭ機能を制御チャネル設
計で確実に維持できることを保証できる。
【００２７】
　もちろん、本発明は上記の特徴および利点に限定されない。当業者は、以下の詳細な説
明を読み、添付の図面を見れば、更なる特徴および利点を認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、ダウンリンク送信帯域幅全体にわたってＰＤＣＣＨをどのようにどこに
スケジュールすることができるかを示す。
【図２】図２は、ＬＴＥにおける高レイヤＲＬＭ手順を示す。
【図３】図３は、ビーム掃引手順を示す。
【図４】図４は、単一ＭＲＳの生成を示す。
【図５】図５は、時間および周波数領域におけるＭＲＳ設計を示す。
【図６】図６は、いくつかの実施形態に従う、本明細書に記載のＲＬＭ手順を容易にする
基準信号送信の原理を示す。
【図７】図７は、いくつかの実施形態に従うネットワークノードのブロック図である。
【図８】図８は、いくつかの実施形態に従うネットワークノードにおける方法を示す。
【図９】図９は、いくつかの実施形態に従うＵＥのブロック図である。
【図１０】図１０は、いくつかの実施形態に従うＵＥにおける方法を示す。
【図１１】図１１は、いくつかの実施形態に従う、モビリティに使用されるＲＳが、５つ
のサブフレームごとに６つの隣接するＰＲＢ上で送信され得ることを示す図である。
【図１２】図１２は、いくつかの実施形態に従う、モビリティ管理測定とＲＬＭの両方を
サポートするために、どのようにＭＲＳが送信され得るかの別の例を示す図である。
【図１３】図１３は、いくつかの実施形態に従う、Ｆ２およびＦ３における追加のＲＳが
互いにオフセットされている例を示す図である。
【図１４】図１４は、いくつかの実施形態に従う、サービングＭＲＳセットに対する６つ
の異なる物理リソースブロック（ＰＲＢ）割り当ての構成が、異なるアクセスノードごと
に異なり、異なるアクセスノードＩＤに一致し得ることを示す図である。
【図１５】図１５は、いくつかの実施形態に従うネットワークノードの機能的実施態様を
示すブロック図である。
【図１６】図１６は、いくつかの実施形態に従う無線デバイスの機能的実施態様を示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　例示的なシステムは、ＵＥとネットワーク無線アクセスノードを含み得る。ここで、無
線デバイス、すなわちＵＥは、接続モード（コネクティッドモード）モビリティ（ＭＲＳ
）をサポートするように構成された同じ周期的基準信号に基づいてＲＲＭ測定を実行する
ことによってビームフォーミングを伴うシステムにおいてＲＬＭを実行する。
【００３０】
　本開示の文脈では、「ＲＬＭを実行する」とは、ＲＲＭ測定を実行し、所与のメトリッ
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ク、例えば信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）の値を、制御チャネルが同じ方法で、すなわち
類似のビームフォーミング特性および／または類似または代表的な周波数リソースを用い
て送信されたであろうという仮定の下でのダウンリンク制御チャネル品質を表す閾値と比
較することを意味する。
【００３１】
　ＲＬＭに使用されるＲＳの測定（値）は、異なるＲＳを使用してダウンリンク制御チャ
ネルを推定し、制御情報を復号することができるという事実にもかかわらず、ネットワー
クが（例えば、スケジューリング情報を送信することによって）ＵＥにコンタクトすると
想定されるダウンリンク（ＤＬ）制御チャネル（例えば、ＬＴＥにおけるＰＤＣＣＨまた
はｅＰＤＣＣＨ）の品質と相関すべきである。例えば、ＰＤＣＣＨの復号化がＵＥ固有の
復調ＲＳ（ＤＭＲＳ）を使用して行われている間、ＵＥは同じＭＲＳを使用してＲＬＭを
実行することができる。本システムの１つの態様は、ネットワークがサービングセルＭＲ
Ｓの品質とダウンリンク制御チャネルの品質との相関関係を保証することである。これは
、そのＵＥに対して構成されたＭＲＳを送信するために使用されたのと同じビームフォー
ミング構成（例えば、方向、ビーム幅、電力分布、同じアンテナパネルなど）を用いてダ
ウンリンク制御チャネル情報をビームフォーミングすることによってネットワーク側で行
うことができる。本明細書で使用されるように、用語「ＭＲＳ」および「モビリティ基準
信号」は、接続モードモビリティをサポートするように構成され、および／または接続モ
ードモビリティをサポートするために、すなわち、いつ他のビームおよび／またはセルへ
ハンドオーバするかを決定するためにＵＥによる測定のために使用される基準信号を指す
ために使用される。当然のことながら、これらの基準信号の一部または全部は他の目的に
も使用されてもよく、これらの基準信号は他の名称で知られていてもよい。
【００３２】
　１つ以上のビームで送信されたＭＲＳの場合、異なる実施形態は、信号が搬送する情報
を、例えば識別子に関して、様々な方法で定義することができる。いくつかの実施形態で
は、例えば、異なるＲＳが各ビームで送信され、各ＲＳはそれ自身のビーム識別子（ＢＩ
Ｄ）を運ぶ。この場合、基準信号はビーム固有ＲＳ（ＢＲＳ）と呼ぶことができ、ＵＥは
ビーム毎に、すなわち、品質メトリック、例えば、個々のビーム毎のその特定のビームに
おけるダウンリンク制御チャネルの送信品質に等しいＲＳＲＰ、を測定することでＲＬＭ
を実行することができる。他の実施形態では、同じＲＳが各ビームで送信されてもよく、
各ＲＳは同じ識別子を搬送する。この識別子は、ＢＩＤ、セル識別子セルＩＤ（ＣＩＤ）
とすることができるグループ識別子、またはビームＩＤ＋セルＩＤの両方とすることがで
きる。これらの実施形態では、ＵＥは、時間領域でビームを区別すること、および／また
は同じ識別子を搬送するビームにわたって単に平均化を実行することができる。
【００３３】
　図６は、本明細書に記載のＲＬＭ手順を容易にする基準信号送信の原理を示す。図６の
左側に見られるように、各ビームはモビリティの目的のために無線デバイス（例えば、Ｕ
Ｅ）に対して構成されているＲＳを搬送する。これらの参照信号は、本明細書ではモビリ
ティ参照信号またはＭＲＳと呼ばれるが、それらは必ずしもその名前を持っていなくても
よい。「ＵＥに対して構成された」とは、サービングセル／ビーム信号および／または非
サービングセル／ビーム信号に関して、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードのＵＥに測定
および報告条件に関する情報が提供されることを意味する。これらのＲＳは、様々な実施
形態において、ＢＩＤ、ビームＩＤおよびグループＩＤ（例えばセルＩＤとして理解され
得る）、または単にグループＩＤを搬送し得る。図６の右側に見られるように、ダウンリ
ンク制御チャネル、例えば、ＰＤＣＣＨは、モビリティの目的のために使用されるＲＳと
同じビームフォーミング特性を使用して送信される。これは、たとえ異なる時間に送信さ
れたとしても、ダウンリンク制御チャネルをＲＳと「同じビーム」で送信することとして
理解され得る。ダウンリンク制御チャネルは、チャネル推定およびチャネル復号化の目的
で、異なるＲＳを搬送する（または関連付けることができる）ことに留意されたい。これ
らは、必ずしもそうとは限らないが、モビリティのために使用されるものとは完全に分離
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することができ、様々な実施形態では、セル固有、ＵＥ固有、および／またはビーム固有
とすることができる。
【００３４】
　図６に示す手法を考えると、ダウンリンク制御チャネルはＭＲＳと同じ方法でビームフ
ォーミングされるので、ＲＬＭはＭＲＳ、すなわち複数のＲＳ（ＲＳ－１～ＲＳ－Ｎ）上
で実行することができることが理解されよう。測定されたＭＲＳの品質は、ダウンリンク
制御チャネルの品質に直接対応するだろう。したがって、同期および同期外れ検出のため
の閾値は、ＬＴＥの場合と同じ方法で利用することができる。
【００３５】
　しかしながら、ＲＲＭ測定の要件を満たすために、これらのＭＲＳは狭帯域信号（例え
ば、６つの中央物理リソースブロック（ＰＲＢ））であると想定されてきた。一方、ダウ
ンリンク制御チャネルは、全帯域で（ＬＴＥ ＰＤＣＣＨとして）送信されるか、または
、局所的／分散的（ＬＴＥ ｅＰＤＣＣＨおよびＮＲにおけるダウンリンク制御チャネル
設計として）送信されることができる。
【００３６】
　局所的ダウンリンク制御チャネルの場合、すなわち、制御チャネルが利用可能な帯域幅
と比較して比較的狭い帯域幅内で送信され、無線チャネルの周波数選択性が重要ではない
場合、システムは、品質がＵＥのためにダウンリンク制御チャネルが送信されるＰＲＢの
品質と相関しているいくつかの代表的な物理リソースブロック（ＰＲＢ）でＭＲＳを送信
し得る。しかしながら、非局所的／分散的ダウンリンク制御チャネルの場合、すなわち、
周波数ダイバーシティを利用するために、利用可能な帯域幅に渡って広がるリソース要素
を使用して制御チャネルが送信される場合、その技術は、ＭＲＳ帯域幅は限られた数のＰ
ＲＢに限定されるが、ＭＲＳに基づくダウンリンク制御チャネル品質推定の限られた精度
があり得るように、ＵＥのダウンリンク制御チャネル周波数ははるかに広い帯域幅に拡張
し得るという意味でいくつかの不正確さを提供し得る。
【００３７】
　本発明の実施形態は、接続モードモビリティをサポートするように構成された同じ周期
的基準信号（ＭＲＳ）のバージョンであるが、所与のＵＥのダウンリンク制御チャネルと
同じ周波数リソースにおいて周波数領域で繰り返されることが送信されるであろう新しい
信号に基づいて、ＲＲＭ測定を実行することによってビームフォーミングを伴うシステム
においてＵＥがＲＬＭを実行する技術を提供する。これらの複数のバージョンのモビリテ
ィＲＳはまた、いくつかの追加の時間領域ダイバーシティを提供するために、および／ま
たはビームフォーミング送信を等価にすることを可能にするために、異なるサブフレーム
で送信され得る。
【００３８】
　例えば、方法は、（単一セットのリソースブロックの代わりに）ＵＥのダウンリンク制
御チャネルが送信されることになる周波数リソースに等しい複数の周波数リソースに渡っ
て繰り返されるが、ＭＲＳの複数のレプリカに基づいてＲＬＭを実行することを含む。ネ
ットワーク側では、無線アクセスノードは、ＲＬＭ目的のために再使用される基準信号を
送信するのと同じ方法で、ダウンリンク制御チャネル情報を送信する。
【００３９】
　以下では、本発明の例示的な実施形態による概念を、添付の図面を参照しながらより詳
細に説明する。例示された実施形態は、以下ではＵＥとも呼ばれる、無線デバイスによっ
て実行される、そのような無線通信ネットワークにおける無線リンクモニタリング、およ
びアクセスノードに関する。無線通信ネットワークは、例えば、ＬＴＥ ＲＡＴまたは３
ＧＰＰ Ｎｅｗ Ｒａｄｉｏ（ＮＲ）の発展などの５Ｇ無線アクセス技術（ＲＡＴ）に基づ
き得る。しかしながら、図示の概念は他のＲＡＴにも適用可能であることを理解されたい
。
【００４０】
　図７は、開示された技術のうちの１つ以上を実行するように構成され得るネットワーク
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ノード３０の図を示す。ネットワークノード３０は、基地局、無線基地局、無線基地局、
発展型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）、ノードＢ、ｇＮｏｄｅＢ、または中継ノードなどのネ
ットワークアクセスノードを含むことができる任意の種類のネットワークノードとするこ
とができる。以下に記載される非限定的な実施形態では、ネットワークノード３０は、Ｎ
Ｒネットワークにおいてセルラーネットワークアクセスノードとして動作するように構成
されているとして説明される。
【００４１】
　当業者であれば、例えば処理回路３２による実行のための適切なプログラム命令の修正
および／または追加を通じて、本明細書に記載の方法およびシグナリングプロセスのうち
の１つ以上を実行するために各タイプのノードをどのように適合させるかを容易に理解す
るだろう。
【００４２】
　ネットワークノード３０は、無線端末、他のネットワークアクセスノードおよび／また
はコアネットワーク間の通信を容易にする。ネットワークノード３０は、データおよび／
またはセルラー通信サービスを提供する目的で、コアネットワーク内の他のノード、無線
ノード、および／またはネットワーク内の他のタイプのノードと通信するための回路を含
む通信インターフェース回路３８を含み得る。ネットワークノード３０は、アンテナ３４
および送受信器回路３６を使用してＵＥと通信する。送受信器回路３６は、セルラー通信
サービスを提供する目的で、無線アクセス技術に従って信号を送受信するように集合的に
構成された送信器回路、受信器回路、および関連する制御回路を含み得る。
【００４３】
　ネットワークノード３０はまた、送受信器回路３６、および場合によっては通信インタ
ーフェース回路３８と動作可能に関連付けられた１つ以上の処理回路３２を含む。説明を
容易にするために、１つ以上の処理回路３２は、以後「処理回路（circuit）３２」また
は「処理回路（circuitry）３２」と呼ばれる。処理回路３２は、１つ以上のマイクロプ
ロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
（ＣＰＬＤ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などの１つ以上のデジタルプロセッサ
４２、またはそれらの任意の組み合わせを備える。より一般的には、処理回路３２は、固
定回路、または本明細書に教示された機能を実施するプログラム命令の実行を介して特別
に構成されたプログラム可能回路を含み得る。プロセッサ４２は、マルチコア、すなわち
、性能の向上、電力消費の低減、および複数タスクのより効率的な同時処理のために利用
される２つ以上のプロセッサコアを有し得る。
【００４４】
　処理回路３２はまた、メモリ４４を有する。いくつかの実施形態では、メモリ６４は、
１つ以上のコンピュータプログラム４６、およびオプション的に設定データ４８を格納す
る。メモリ４４は、コンピュータプログラム４６に非一時的な記憶装置を提供し、ディス
ク記憶装置、固体メモリ記憶装置、またはそれらの任意の組み合わせなどの１つ以上の種
類のコンピュータ可読媒体を含み得る。ここで、「非一時的」とは、恒久的、半永久的、
または少なくとも一時的に持続的な記憶を意味し、例えばプログラム実行のための不揮発
性メモリへの長期記憶と作業メモリへの記憶の両方を包含する。非限定的な例として、メ
モリ４４は、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、およびＦＬＡＳＨメモリのうちのいず
れか１つ以上含み、これらは処理回路３２内にあり、および／または処理回路３２とは別
個であり得る。一般に、メモリ４４は、コンピュータプログラム４６およびネットワーク
アクセスノード３０によって使用される任意の構成データ４８の非一時的記憶を提供する
１つ以上の種類のコンピュータ可読記憶媒体を備える。処理回路３２は、例えば、メモリ
４４に格納された適切なプログラムコードを使用することによって、以下に詳述される方
法および／またはシグナリングプロセスのうちの１つ以上を実行するように構成され得る
。
【００４５】
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　いくつかの実施形態によれば、ネットワークノード３０は、セルがビームフォーミング
方式で信号を送信している場合に、ＵＥがそのサービングセルの品質を測定することを可
能にする無線通信システムのアクセスノードとして動作するように構成される。処理回路
３２は、一連のサブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームの
それぞれにおけるビームフォーミングされた基準信号を送信するように構成され、ここで
、ビームフォーミングされた基準信号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレームより
少ないサブフレームで送信される。ビームフォーミングされた基準信号は第１のサブセッ
トまたは少なくとも部分的に異なる第２のサブセットを含む。ここで、第１のサブセット
は、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた
基準信号を含み、第２のサブセットは、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に
対応するビームフォーミングされた基準信号を含む。「局所的範囲の周波数」とは、周波
数範囲が利用可能な帯域幅の比較的小さい部分にすぎないことを意味し、その結果、周波
数範囲全体に渡って無線チャネルにはわずかな周波数選択性しかない。第２の周波数また
は第２の局所的範囲の周波数は、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数と間隔を
あけて離れていて異なる。処理回路３２はまた、ビームフォーミングされた基準信号の少
なくとも第１のサブセットを使用してモビリティ管理測定を実行し、ビームフォーミング
された基準信号の少なくとも第２のサブセットを使用してＲＬＭを実行するようにＵＥを
構成するように構成される。いくつかの実施形態では、処理回路３２は、ビームフォーミ
ングされた基準信号を送信するために使用されたものと同じビームフォーミングパラメー
タを使用して第１の制御チャネルを送信するように構成される。
【００４６】
　物理的な実装にかかわらず、処理回路３２は、いくつかの実施形態によれば、図８に示
されるように、無線通信システムのアクセスノードにおいて方法８００を実行するように
構成される。方法８００は、複数のサブフレームのそれぞれにおいて、ビームフォーミン
グされた基準信号を、搬送する一連のサブフレームを有する第１のダウンリンク信号にお
いて送信することを含み、ここでビームフォーミングされた基準信号は、ダウンリンク信
号のすべてのサブフレームより少ないサブフレームにおいて送信される（ブロック８０４
）。ビームフォーミングされた基準信号は第１のサブセットまたは少なくとも部分的に異
なる第２のサブセットを含み、第１のサブセットは、第１の周波数または第１の局所的範
囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含み、第２のサブセットは、
第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準
信号を含む。第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数は、第１の周波数または第１
の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる。方法はまた、ビームフォーミン
グされた基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用してモビリティ管理測定を実行し
、ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第２のサブセットを使用してＲＬＭを
実行するようにＵＥを構成することを含む（ブロック８０２）。構成することは送信する
ことの前に実行することができ、送信することは、ビームフォーミングされた基準信号を
送信するために使用されたものと同じビームフォーミングパラメータを使用して第１の制
御チャネルを送信することを含み得る。
【００４７】
　第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基
準信号は、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミング
された基準信号の時間周期とは異なる時間周期を有することができる。第２のサブセット
は更に、第１および第２の周波数または第１および第２の局所的範囲の周波数と間隔をあ
けて離れていて異なる第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数に対応するビームフ
ォーミングされた基準信号を含み得る。
【００４８】
　いくつかの場合では、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数に対応するビーム
フォーミングされた基準信号は、それぞれ、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波
数に対応するビームフォーミングされた基準信号と時間的に一致し得る。
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【００４９】
　方法８００は、第１の制御チャネルのためのチャネルを推定する際にＵＥによって使用
するための１つ以上の追加の基準信号を送信すること、および／またはビームフォーミン
グされた基準信号を搬送する周波数リソースで少なくとも部分的に重なり合う周波数リソ
ースで第１の制御チャネルを送信することを含み得る。ビームフォーミングされた基準信
号は、第１のビームに対するビーム固有基準信号を含み得る。ビーム固有基準信号はビー
ム識別子を搬送することができ、方法８００はビーム固有基準信号からビーム識別子を復
号することを含むことができる。
【００５０】
　いくつかの実施形態の別の態様は、ビームフォーミングされた基準信号が周期的、かつ
、まばらに送信される、すなわちすべてのサブフレームで送信されるのではないことであ
る。しかしながら、ＲＬＭに必要とされる周期性は、測定報告をトリガするためにＲＲＭ
測定に必要とされる周期性とは異なり得る。したがって、いくつかの実施形態では、ＵＥ
は、ＲＬＭのために送信されたＲＳからいくつかの特定のサンプルのみを選択することが
でき、これらのサンプル／サブフレームはおそらくネットワークによって構成されている
。
【００５１】
　いくつかの場合では、例えば、ＵＥは、ビームフォーミングされた基準信号の周期性で
構成され、規格内の予め定義されたＲＬＭ周期性に基づいて、ＲＬＭについてＲＲＭ測定
を実行する。他の場合では、ＵＥは、両方の周期性、すなわち信号が送信される１つの周
期性と、その間欠受信（ＤＲＸ）サイクルに一致するＲＬＭに使用されるべき周期性とに
ついて通知される。
【００５２】
　方法８００は、ビームフォーミングされた基準信号の第１のサブセットについて周期性
および／または周波数位置を定義する１つ以上の第１の構成パラメータをＵＥに送信する
ことを含み得る。方法８００は、ビームフォーミングされた基準信号の第２のサブセット
について周期性および／または周波数位置を定義する１つ以上の第２の構成パラメータを
ＵＥに送信することを含み得る。
【００５３】
　図９は、無線デバイス５０として示される対応するＵＥの図を示す。無線デバイス５０
は、セルラーネットワーク内のＵＥなどのネットワーク内で動作することができる任意の
無線端末を表すと見なすことができる。他の例は、通信デバイス、ターゲットデバイス、
デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ）ＵＥ、マシンタイプＵＥ、またはマシンツーマシン
通信（Ｍ２Ｍ）が可能なＵＥ、ＵＥを備えたセンサ、ＰＤＡ（パーソナルデジタルアシス
タント）、タブレット、携帯端末、スマートフォン、ラップトップ内蔵機器（ＬＥＥ）、
ラップトップ搭載機器（ＬＭＥ）、ＵＳＢドングル、顧客宅内機器（ＣＰＥ）等を含み得
る。
【００５４】
　無線デバイス５０は、アンテナ５４および送受信器回路５６を介してセルラーネットワ
ーク内の無線ノードまたは基地局と通信するように構成されている。送受信器回路５６は
、セルラー通信サービスを使用する目的で、無線アクセス技術に従って信号を送受信する
ように集合的に構成された送信器回路、受信器回路、および関連する制御回路を含み得る
。この説明では、この無線アクセス技術はＮＲである。
【００５５】
　無線デバイス５０はまた、無線送受信器回路５６と動作可能に関連付けられた１つ以上
の処理回路５２を含む。処理回路５２は、１つ以上のデジタル処理回路、例えば１つ以上
のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰ、ＦＰＧＡ、ＣＰＬＤ、ＡＳＩＣ
、またはそれらの任意の組み合わせを備える。より一般的には、処理回路５２は、固定回
路、または本明細書に教示された機能を実施するプログラム命令の実行を介して特別に適
合化されたプログラム可能回路を含み得る。処理回路５２はマルチコアであり得る。
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【００５６】
　処理回路５２はまた、メモリ６４を有する。いくつかの実施形態では、メモリ６４は、
１つ以上のコンピュータプログラム６６、およびオプション的に設定データ５８を格納す
る。メモリ６４は、コンピュータプログラム６６に非一時的な記憶装置を提供し、ディス
ク記憶装置、固体メモリ記憶装置、またはそれらの任意の組み合わせなどの１つ以上の種
類のコンピュータ可読媒体を含み得る。非限定的な例として、メモリ６４は、ＳＲＡＭ、
ＤＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、およびＦＬＡＳＨメモリのうちのいずれか１つ以上含み、これ
らは処理回路５２内にあり、および／または処理回路５２とは別個であり得る。一般に、
メモリ６４は、コンピュータプログラム６６およびユーザ装置５０によって使用される任
意の構成データ６８の非一時的記憶を提供する１つ以上の種類のコンピュータ可読記憶媒
体を備える。処理回路５２は、例えば、メモリ６４に格納された適切なプログラムコード
を使用することによって、以下に詳述される方法および／またはシグナリングプロセスの
うちの１つ以上を実行するように構成され得る。
【００５７】
　無線デバイスは、いくつかの実施形態によれば、セルがビームフォーミング方式で信号
を送信している場合のサービングセルの品質を測定するように構成される。したがって、
処理回路５２は、一連のサブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフ
レームのそれぞれにおけるビームフォーミングされた基準信号を受信するように構成され
、ここで、ビームフォーミングされた基準信号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレ
ームより少ないサブフレームで受信される。処理回路５２はまた、受信されたビームフォ
ーミングされた基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用してモビリティ管理測定を
実行するように構成され、第１のサブセットは第１の周波数または第１の局所的範囲の周
波数に対応する。処理回路５２はまた、受信されたビームフォーミングされた基準信号の
第２のサブセットを使用してＲＬＭを実行するように構成され、第２のサブセットは第１
のサブセットとは少なくとも部分的に異なり、第２の周波数または第２の局所的範囲の周
波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含む。第２の周波数または第２の局
所的範囲の周波数は、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れ
ていて異なる。
【００５８】
　いくつかの実施形態によれば、図１０に示すように、処理回路５２は、一連のサブフレ
ームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそれぞれにおけるビーム
フォーミングされた基準信号を受信することを含む方法１０００を実行するように構成さ
れ、当該ビームフォーミングされた基準信号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレー
ムより少ないサブフレームで受信される（ブロック１００２）。方法１０００はまた、受
信されたビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用してモ
ビリティ管理測定を実行することを含み、第１のサブセットは第１の周波数または第１の
局所的範囲の周波数に対応する（ブロック１００４）。方法１０００は更に、受信された
ビームフォーミングされた基準信号の第２のサブセットを使用してＲＬＭを実行すること
を含み、第２のサブセットは第１のサブセットとは少なくとも部分的に異なり、第２の周
波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含
む（ブロック１００６）。第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数は、第１の周波
数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる。
【００５９】
　いくつかの場合、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォ
ーミングされた基準信号は、第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数に対応するビ
ームフォーミングされた基準信号の時間周期とは異なる時間周期を有する。第２のサブセ
ットは、第１および第２の周波数または第１および第２の局所的範囲の周波数と間隔をあ
けて離れていて異なる第３の周波数または第３の局所的範囲の周波数に対応するビームフ
ォーミングされた基準信号を含み得る。ビームフォーミングされた基準信号は、第２の周
波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号とそ
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れぞれ時間的に一致する第１の周波数または第１の局所的範囲の周波数に対応し得る。
【００６０】
　ＲＬＭを実行することは、メトリックを取得するために、同じビームフォーミングされ
た基準信号の少なくともいくつかを使用して１つ以上の測定を実行することと、メトリッ
クを所定のダウンリンク制御チャネル品質を表す閾値と、制御チャネル品質に対応する仮
想制御チャネルがビームフォーミングされた基準信号に適用された同じビームフォーミン
グ特性を使用して送信されるという仮定の下で、比較することを含み得る。方法１０００
は、第１の制御チャネルに対するチャネルを推定するために１つ以上の追加の基準信号を
使用して第１の制御チャネルを復調することを含む。第１の制御チャネルは、ＲＬＭを実
行するために使用されるビームフォーミングされた基準信号を搬送する少なくとも部分的
に重なり合う周波数リソースにおいて受信され得る。
【００６１】
　ＲＬＭを実行することはまた、同じビームフォーミングされた基準信号の少なくともい
くつかの測定値に基づいて、ＵＥが同期状態または非同期状態であると決定することを含
む。
【００６２】
　いくつかの場合では、同じビームフォーミングされた基準信号の少なくともいくつかは
、第１のビームに対するビーム固有の基準信号を含み、ＲＬＭを実行することは、ビーム
固有の基準信号を使用して第１のビームに対するＲＬＭを実行することを含み得る。ビー
ム固有基準信号はビーム識別子を搬送することができ、方法１０００はビーム固有基準信
号からビーム識別子を復号することを含み得る。
【００６３】
　方法１０００はまた、当該モビリティ管理測定を実行する前に、ビームフォーミングさ
れた基準信号の第１のサブセットについて周期性および／または周波数位置を定義する１
つ以上の第１の構成パラメータを受信することを含み得る。方法１０００は更に、当該Ｒ
ＬＭを実行する前に、ビームフォーミングされた基準信号の第２のサブセットについて周
期性および／または周波数位置を定義する１つ以上の第２の構成パラメータを受信するこ
とを含み得る。
【００６４】
　課題と解決策を記述する技術を更に説明する。図１１に示す構成例に見られるように、
モビリティに使用されるＲＳの送信は、時間および周波数領域において、ＲＲＭおよび同
期機能に対してまばらに構成することができる。例えば、モビリティのために使用される
ＲＳは、図１１に示されるように、５つのサブフレームごとに６つの隣接するＰＲＢ上で
送信されることができる。
【００６５】
　しかしながら、サービングＭＲＳセット内のＭＲＳのそのような時間－周波数リソース
粒度は、リソースグリッド上でＰＤＣＣＨが発生するほど豊富ではない。ＲＬＭ手順中の
測定サンプル数は、ダウンリンク制御チャネルが送信される時間／周波数リソースの品質
を捕捉するのに十分に大きくあるべきである。したがって、サンプルはダウンリンク送信
帯域幅全体に渡って多くのサブキャリアで取得されるべきである。ＲＬＭのために使用さ
れるサービス提供ＭＲＳの周波数割り当ては、ダウンリンク制御チャネルのための局所的
または分散的方式に基づくことができる。局所方式は、より少ないＵＥ計算を必要とし得
るが、分散方式は、周波数選択的チャネルにおいてより良い精度を提供し得る。
【００６６】
　図１１に示される例によって示唆されるように、ＲＲＭ測定の要件を満たすために、モ
ビリティＲＳは、狭帯域信号、例えば６つの中央のＰＲＢのみを占有することが想定され
ている。一方、ダウンリンク制御チャネルは、全帯域で（ＬＴＥ ＰＤＣＣＨの場合のよ
うに）送信されるか、または、局所的／分散的（ＬＴＥ ｅＰＤＣＣＨの場合のように）
送信されることができる。
【００６７】
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　局所化ダウンリンク制御チャネルの場合、ＭＲＳは、その品質がＵＥのダウンリンク制
御が送信されるであろうＰＲＢの品質と相関しているいくつかの代表的なＰＲＢにおいて
送信され得る。しかしながら、非局所化／分散化ダウンリンク制御チャネルの場合、ＭＲ
Ｓ帯域幅が限られた数のＰＲＢに限定される一方で、ダウンリンク制御チャネルの周波数
割り当てがはるかに広い帯域幅に拡張しうるという意味で、本技術はいくつかの不正確さ
をもたらし得る。よって、比較的狭帯域のモビリティＲＳに基づくダウンリンク制御チャ
ネル品質推定の限られた精度があり得る。
【００６８】
　本明細書に開示される技術および装置の実施形態は、この問題に対処し、そしてＵＥお
よびネットワーク無線アクセスノードにおける方法を含む。ここで、ＵＥは、接続モード
モビリティ（ＭＲＳ）をサポートするように構成された同じ周期的基準信号のバージョン
であるが周波数リソース内の周波数領域において繰り返される新しい信号に基づいてＲＲ
Ｍ測定を実行することによってビームフォーミングを伴うシステムにおいてＲＬＭを実行
する。所与のＵＥのダウンリンク制御チャネルが送信されるだろう。これらの複数のバー
ジョンのＭＲＳはまた、いくつかの追加の時間領域ダイバーシティを提供するために、お
よび／またはビームフォーミング送信を等価にすることを可能にするために、異なるサブ
フレームで送信され得る。
【００６９】
　このアプローチの１つの利点は、はるかに多くの周波数リソース上でＭＲＳを送信する
ことによって大きなオーバーヘッドを生成する代わりに、このアプローチは、ＲＬＭ周期
性要件がモビリティ要件よりも大きいという事実を活用することである。したがって、Ｍ
ＲＳのレプリカバージョンは、ＭＲＳよりも時間および周波数領域においてよりまばらに
送信され、ＲＳによって引き起こされるオーバーヘッドおよび／または静的干渉を低減す
る。別の利点は、セル内にアクティブなＵＥが存在しなくなると、ＲＬＭ目的のためだけ
に使用されるレプリカＲＳをオフにすることができることである。全体として、このアプ
ローチは、静的／常時オンの周期的なＲＳをネットワークに導入することなく、ＵＥが広
範囲の時間－周波数リソースに渡って正確なＲＬＭ測定を行うことができることを保証す
る。
【００７０】
　他の利点は、特にデータの非アクティブ時にＲＬＭ測定の精度を犠牲にすることなく、
シグナリングオーバーヘッドを低レベルに維持されることである。これは、５Ｇ　ＮＲで
は重要な要件であると予測される。更に、これらの技術は、ダウンリンク制御チャネルの
周波数割り当てがＭＲＳに対して定義されたものよりも広い帯域幅に渡って拡張されると
きにも正確なＲＬＭを提供する。
【００７１】
　次に、本開示の技術によれば、無線デバイス（例えば、ＵＥ）は、単一のリソースブロ
ックの局所的セットだけを使用するのではなく、間隔をあけて複数の周波数リソースに渡
って分散されたＲＳを使用してＲＬＭのＲＲＭ測定を実行する。これをサポートするため
に、いくつかの実施形態におけるＵＥは、同じタイプのＲＳについて２つのタイプの構成
を提供される。これは、例えば無線リソース構成（ＲＲＣ）プロトコルを使用して、例え
ばＲＲＣ接続再構成メッセージを介して行われ得る。第１に、ＵＥは、ＭＲＳが周期性Ｔ
＿ｍｏｂｉｌｉｔｙで送信されるＰＲＢ等の周波数リソースと、これらが送信されるサブ
フレーム等の時間領域リソースとを指定するモビリティ構成を提供される。その後、ＵＥ
は、モビリティの目的で必要に応じてこれらのリソースのＭＲＳを測定できる。第２に、
ＵＥは、ＭＲＳが周期性Ｔ＿ＲＬＭで送信される追加のＰＲＢ等の周波数リソースと、こ
れらの追加のＭＲＳが送信されるサブフレーム等の時間領域リソースとを指定するＲＬＭ
構成を提供される。それから、ＵＥはこれらの追加の時間周波数リソース（およびモビリ
ティ設定で指定されたリソース）に含まれるＭＲＳの一部または全部をＲＬＭ目的で使用
できる。
【００７２】
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　いくつかの実施形態では、これらの追加のＭＲＳが、モビリティのために使用されるも
のと同じサブフレーム（または示される任意の他の時間リソース）で、しかしおそらくは
異なる周期性で送信されるサブ構成があり得ることに留意されたい。
【００７３】
　図１２は、モビリティ管理測定とＲＬＭの両方をサポートするために、どのようにＭＲ
Ｓが送信され得るかの例を示す。図示の例では、ＭＲＳは、モビリティ測定目的のために
、比較的周波数周期、例えば５ミリ秒で、Ｆ１において局所的周波数リソースで送信され
る。ＵＥは、これらの時間－周波数リソースを指定する構成情報、例えばＦ１を指定する
パラメータ、５ミリ秒の周期性を示すパラメータなどを用いて構成され、その後、モビリ
ティ測定のためにこれらの時間－周波数リソースで送信されるＲＳを使用する。Ｆ１、Ｆ
２、Ｆ３などは、いくつかの実施形態ではサブキャリアのセットまたは範囲を示し得るこ
とに留意されたい。例えば、ＭＲＳは、図中にＦ１、Ｆ２、およびＦ３によって示される
周波数帯域内の位置のそれぞれにおいて６つの隣接するＰＲＢを占有し得る。例えばＲＲ
ＣシグナリングによってＵＥに提供される構成パラメータは、中心周波数、より低い周波
数、または周波数位置もしくは範囲への他の何らかのポインタを示し得、いくつかの実施
形態では、ＲＳの局所的グループが送信される帯域幅さえ示し得る。
【００７４】
　図１２では、Ｆ１におけるＲＳは、モビリティ測定の目的で提供されており、これらの
目的に十分な周期性を有する。図１２に示される構成例はまた、同じタイプであるが異な
る周波数Ｆ２およびＦ３で、かつ異なる周期性を有する追加のＲＳを含む。ここではモビ
リティを目的としてＲＳ周期の４倍として示されている拡張周期は、ＲＬＭがより少ない
頻度の測定を必要とするという事実を反映している。しかしながら、これらのＲＳを異な
る周波数に配置することは、例えば、ダウンリンク制御チャネルまたは制御チャネル検索
スペースが周波数帯域に渡って分散されている場合に、ＲＬＭがダウンリンク制御チャネ
ル送信とより正確に相関することを可能にする。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、追加のＲＳの周期性がモビリティの目的で使用されるＲＳの
整数倍であることが便利であり得るが、これは必ずしもそうではないことに留意されたい
。また、図１２のＦ２およびＦ３における追加のＲＳは、Ｆ１におけるいくつかのＲＳと
時間的に一致するように示されているが、これもまた必ずしもそうとは限らない－いくつ
かの実施形態では、これらは時間的にオフセットされ得る。これは、図１３に示す構成例
の場合である。更に、これらの追加のＲＳは互いに時間的に一致する必要さえない－これ
は図１３にも示されており、ここでＦ２およびＦ３における追加のＲＳは互いに２サブフ
レームだけオフセットされている。更にまた、これらの追加のＲＳは、異なる周波数で同
じ周期性さえも有する必要はない。したがって、例えば、Ｆ２におけるＲＳは、Ｆ３にお
けるＲＳとは異なる周期性を有し得る。
【００７６】
　上述の技術の一態様は、ネットワークが、ダウンリンク制御チャネルが送信されている
ものと相関する（すなわち、周波数が重複するかまたは密接に対応する）周波数リソース
でＲＬＭに使用されるＲＳを送信することである。したがって、ＲＳがダウンリンク制御
チャネルに適用されるものと同じビームフォーミング特性を使用して送信される場合、結
果は、発生する可能性があるそれ以上の時間平均化に関係なく、ＲＳ品質が指向性領域（
「ビーム領域（ドメイン）」と呼ばれることがある）および周波数領域の両方で相関関係
がある。
【００７７】
　モビリティのために使用されるＲＳの送信は、時間領域および周波数領域におけるＲＲ
Ｍおよび同期機能のためにまばらに構成することができる。例えば、モビリティのために
使用されるＲＳは、図１４に示されるように、５つのサブフレームごとに６つの隣接する
ＰＲＢ上で送信されることができる。
【００７８】
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　１つまたはいくつかのビームで送信されるモビリティＲＳについては、異なる実施形態
は、例えば識別子に関して、信号搬送波に関する情報を定義することができる。
【００７９】
　ある場合には、異なるＲＳがビーム内で送信され、それぞれがそれ自身のビーム識別子
（ＩＤ）を運ぶ。それらはビーム固有ＲＳ（ＢＲＳ）と呼ばれることができ、ＵＥはビー
ム毎にＲＬＭを実行することができる。すなわち、ＵＥは、メトリック、例えば、その特
定のビームでのダウンリンク制御チャネルの伝送品質に等しい個々のビーム当たりの基準
信号受信電力（ＲＳＲＰ）または信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）を測定することができる
。
【００８０】
　第２の場合では、同じＲＳがビーム内で送信され、それぞれが同じ識別子を搬送し、そ
れはビーム識別子（ＢＩＤ）、セル識別子であるグループ識別子セルＩＤ（ＣＩＤ）、ま
たはビームＩＤ＋セルＩＤの両方であり得る。この場合では、ＵＥは、時間領域でビーム
を区別すること、および／または、同じ識別子を搬送するビームにわたって単に平均化を
実行する。
【００８１】
　一態様では、ネットワークは、ダウンリンク制御チャネルが送信されている相関周波数
リソースでＲＬＭに使用されるこれらのＲＳを送信するので、ＲＳ時間品質はさらに起こ
り得る時間平均化にもかかわらず周波数領域で相関される。ダウンリンク制御チャネルが
ＲＬＭに使用されるＲＳと同じビームで送信される場合、ＲＳ品質は指向性領域（ビーム
領域（ドメイン））においても相関する。
【００８２】
　別の態様では、モビリティに使用されるＲＳは周期的であり、時間的にまばらである（
すなわち、すべてのサブフレームではない）ので、ＲＬＭに必要な周期性は、測定報告を
トリガするためのＲＲＭ測定に必要な周期性と異なり得る。したがって、ＵＥは、送信さ
れたＲＳからいくつかの特定のサンプルのみを選択することができ、これらのサンプル／
サブフレームはおそらくネットワークによって構成されている。あるいは、ＲＬＭに使用
されるＲＳの周期性は、モビリティに使用されるＲＳの周期性よりも短くてもよい。
【００８３】
　本明細書で説明される技術は、３ＧＰＰ ５Ｇ ＮＲのリーンシグナリング原理に違反す
ることなく、ＵＥにおいてＲＬＭ機能のための基準信号測定を実行するための構成可能で
動的な方法を提供する。これらの技術によって可能にされる重要な利点は、異なる展開（
例えばビーム数）およびトラフィック（例えばユーザ数、データアクティビティ／非アク
ティブ）シナリオに対して限られた数の疎な参照信号をネットワークが柔軟に構成できる
効率の向上である。
【００８４】
　上記で詳細に論じたように、例えば図８および図１０のプロセスフロー図に示すように
、本明細書に記載の技術は、１つ以上のプロセッサによって実行されるコンピュータプロ
グラム命令を使用して全体または部分的に実施できる。当然のことながら、これらの技法
の機能的実装は、適切なプロセッサ内で実行されるソフトウェアの機能単位、または機能
的デジタルハードウェア回路、またはその両方の何らかの組合せに対応する機能モジュー
ルに関して表すことができる。
【００８５】
　図１５は、ネットワークノード３０内など、無線通信ネットワークのアクセスノード内
に実装され得る例示的な機能モジュールまたは回路の構造を示す。機能的実装は、一連の
サブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそれぞれにおい
てビームフォーミングされた基準信号を送信するための送信モジュール１５０４を含み、
ここで、ビームフォーミングされた基準信号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレー
ムより少ないサブフレームで送信され、ビームフォーミングされた基準信号は、第１のサ
ブセットと部分的に異なる第２のサブセットを含む。第１のサブセットは、第１の周波数
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または第１の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミングされた基準信号を含み、
第２のサブセットは、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフ
ォーミングされた基準信号を含む。第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数は、第
１の周波数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる。実装はま
た、ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用してモビリ
ティ管理測定を実行し、ビームフォーミングされた基準信号の少なくとも第２のサブセッ
トを使用してＲＬＭを実行するようにＵＥを構成するための構成モジュール１５０２を含
む。送信モジュール１５０４はまた、ビームフォーミングされた基準信号を送信するため
に使用されたものと同じビームフォーミングパラメータを使用して第１の制御チャネルを
送信するためのものである。
【００８６】
　図１６は、無線通信ネットワークにおける動作に適合した無線デバイス５０において実
施され得るような例示的な機能モジュールまたは回路の構造を示す。この実装は、一連の
サブフレームを有するダウンリンク信号において、複数のサブフレームのそれぞれにおい
てビームフォーミングされた基準信号を受信するための受信モジュール１６０２を有し、
ここで、ビームフォーミングされた基準照信号は、ダウンリンク信号のすべてのサブフレ
ームより少ないサブフレームで受信される。この実装はまた、受信されたビームフォーミ
ングされた基準信号の少なくとも第１のサブセットを使用してモビリティ管理測定を実行
するためのモビリティ管理モジュール１６０４であって、第１のサブセットは第１の周波
数または第１の局所的範囲の周波数に対応する、モジュールと、受信されたビームフォー
ミングされた基準信号の第２のサブセットを使用してＲＬＭを実行するための無線リンク
監視モジュール１６０６を含む。第２のサブセットは第１のサブセットと少なくとも部分
的に異なり、第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数に対応するビームフォーミン
グされた基準信号を含む。第２の周波数または第２の局所的範囲の周波数は、第１の周波
数または第１の局所的範囲の周波数と間隔をあけて離れていて異なる。
【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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